
公告第7 8号

せり売りに係るインターネット公有財産売却の実施に関する公告

下記の市有財産について、官公庁オークションによるせり売りを行うので、̶自治法施行令(昭和2 2年政令第
16号)第16 7条の6及び串間市財務■U (昭和41年串間市ぽ、隙3号)第10 7条の規定により�する。

令和5年9月6日

串間市長島田 Q Q

断ホ圓
1 麺物件

の概要 離区分番号I財産名称 初年度織 総排気量 走行■

串消R 5 - 1 消口,(ランドク/ドザー) 平成13年度 4.16し 8, 678km

串消R 5-2 ¦消防車(ダイナ)I平成13年度 1. 9 9し 9, 868km

「走行.」は令ギロ 5年8月15日現在の数{直とする。

2 予定価格

及び入札

保証金

麺区分番号財産名称 予定価格 入札保註金

串消R 5-1 I消防車(ランドクノレザー) 600, 00 0円 6 0, 0 0 0円

串消R5-2 I消防車(ダイガ 120, 0 0 0円 1 2, 0 0 0円

「予定価格」とは、あらかじめ市が定めた最低̶価格(消動鍛目当額を含む)であり、

額以上の入札額をぢ力とすろ。

:の金

3 参加資格

要件

以下のレ、ずれかに該当すろ±ぐは、公有財産̶4加することができないものとする。

(1) ̶自治法施行令(日召和2 2年政令第16号)第16 7条の4第1ゆは第2項各号のい

ずれかに該当すると認められる者

(2)串間市暴力ね排除条例(平成2 3年串間市条例第21号)第2条第1号に規定する暴力団、
同条第2項に規定する暴力団員若しくは同条第3号に規定する暴力団闘系者又はこれら

の利益となる活動を行ってレ、る者

(3)日本国籍を有しなレ、者(法人の★ぐは代表者が日本国籍を有しなレ、者)

(4)串間市(以下「市」という。)が定める本ガイドライン及びKSI官公庁オークショシに

関連する規程.ガイドラインの内容を承�げ、遵守できない者

(5)公有財産の買受について、一定の資格その他の条件を必要とする±おで、これらの資̶

を有していない者

(6)串間市にネ■籍きを負っている者で、納がべき̶を翔ホしてレぬいもの

(7)当該公有財産に関する事務に従事する市の職員

(8)日本国内に住民̶(法人のそおは法人登記)力ぬレ、者

(9)18̶満の者

4 参加申込

みにつレ、

て

入札に参加を希望する者は、次の■を行うこと。

(1)仮申込み

ア報

Ks I官公庁オークションの̶物件詳細̶から、住民̶のされている住所、氏名な

ど(参加者が法人の±ぐは、商業登記■本に登記されている所在地、名称、代表者氏名)

の公有財産売却の参加者情報を̶し公有財産売却の参加仮申込みを行うこと。
イ期間



令和5年10月2 0日(金)午後1時から令和5年11月7日w午後2時まで

(2)参加申込み体申込み)

ア��

(1)仮申込みを行ったうえで、市のホームページから「公有財産̶参加申込書兼入札保証金

職請求書兼口座振,頼書(以下「申込書」という。)」、「籍夕書」を印刷し、必要騎

を記入.押印後、「6提出書類」を緻寸のうえ提出すること。(郵送の±おは、申��

日の消印̶)

また、市が売却区分ごとに指定する方法により入札保証金を納そがること。

イ�u

令和5年11月17日(金)午後5Sきまで

※複数の物件に申込みをされる±ぐ、物件ごとに申込書が必要になりますが、住民票抄本(参

カロ者が法人の±おは、商業登記̶本)及び可��証明書は1通のみの緻寸で差し支えあ

りません。

5 入札保証

金

(1)入札に参加しようとする者は、市が定めた入札保謎金を市が指定する方法及旧ばボ暴所に

より納付しなければならない。

(2)入札保証金の納付は「クレジットカードによる納付」としその̶はKS I官公庁才一

クシヨンの̶システム上で行うものとする。

(3)入札保証金には、利息を付さないものとする。.

(4)令和5年11月17日(金)午後5時までに、市が入札保註金の納付手続を̶できない

齢は入札に参加できないものとする。

(5)落ホ廣の納付した入札保証金は、契約締結時に契約保謎金の全部に充当する。

(6)入札保誰金は、落ホぽのものを除き入札期間終了後に還ィ#る。

(7)落ネ廣は、市が定める契約締̶限までに契約を締結しない等の±�、その落札を無効と

し入札保証金は市に帰属する。

6 提出̶ (1)申込書

(2) ■書

(3) �ま許髄等の写し又は住民票抄本(努行後3力、月以内のもの)

(4)商業登記■本(法人で申し込むモお.発行後3か月以内のもの)

(5)印��証明書(印̶正明書)(発行後3力、月以内のもの)

(6)串間市にネ̶名を負っている±,、̶の鶴植正明書(―のもの)

※「申込書」及び「誓約書」の�は市ホームページからダウンロード可能です。

7 質問の方

法

(1)方法 �

譜き又は電子メ̶ル

(2)期間

令和5年10月20日(金)午後1時から令和5年11月2日(木)午後5時まで(土曜

日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(Bg和2 3料去̶17 8号)に規定する休日を

除く。)

(3)時間

上記期間のうち、午前8時3 0分から午後5時15分まで

8 回答の方

法

廳き又は電子メール

9 入札の方

鶴

(1)方法

Ks I官公庁オークションの̶システム上で入札価格(消費税相当額を含む。)を̶

する。

入札形式はせり売り形式によるものとし入札は入札期間中であれば何回でも可能とす



る。

一度行った入札は、入札参加者の都合による取り消しや変更はできないものとする。

(2)場所

K s I官公庁オークシヨンの̶システム上

(3)期間

令和5年11月21日ル)午後1時から令和5年11月2 3日(木)午後11時まで

1 0 ス札の無

効

入札に参加する資格のない者のした入札、及び入札に関する条件に違反した入キし串間市インタ

̶ネット公有財産売却ガイドライン並びにその他入札に関するダね等に違反した入札は無効と

する。

1 1 開札日時

開札場所

日時：令和5年11月30日(木)午後5時

場所: KS I官公庁オークションの̶システム上

1 2 落ホ廣の

決定

(1)落札者の決定

入札期間終了後、市は開札を行い、̶区分ごとに、KSI官公庁オークションの売却シ

ステム上の入ホしにおいて、入札価格が予定価格(最低落札価格)以上で、力、つ、最高価格

である入ネほを落ネぽとして決定する。

(2) Ks I官公庁オークションの̶システム上では、2人以上が同額の入札価格(上限)を

設定した±�、先に設定した人を落ホほとして決定する。

(3)落ホ廣の決定に当たっては、落札者の会員̶I播号(KSI官公庁オークションの会員登

劍制こ自動で発行される固有の番号)を落ネ廣の氏名(名称)とみなす。

1 3 契約に関

する̶

(1)契約の締.限

落ホはは契約を締結しなければならなレ\

落ホ速は、売買契約書を令和5年12月6日(木)午後5時までに提出するものとする。

(2)鶏セ書の作成の要否

必要

1 4 契約保証

金

落ホ速は、本契約の締結と同時に̶ザ呆証金を納付しなければならなレ\

契約保註金は、入札保証金と同額とし契約締結時に納付されている入札保証金を契約保証金の

全部に充当する。また、契約保証金には、利息を付さない。

1 5 麺代金

の納付

(1) ̶代金の額は、落札金額から事前に納付した契約保証金(契約保証金に充当した入札保

証金)を差し引いた額とする。

(2)納付方法

落ホ廣は、納付期限までに̶代金の残金を、一括で市の発ぽる納̶知書、又はま桁

̶により納付しなければならなレ\

また、納̶知書による納付の―、市が納付したことを̶するため、納付期限までに

市に対して領収書の写しを提出しなければならなレ\

なお、納付に力、かる諸費用の一切は、落ホほの負担とする。

(3)納付期限

令和5年12月12日か)午後2時3 0分

1 6 物件の引

渡し

(1)物件の引渡しは、次の期間及び場所にて、現状有姿により引,ものとする。

(2)物件引渡しの�ぽび養費用は、落ネ廣が負担する。

(3)落ネ廣は、引■間を過ぎて̶物件の引渡しを受けない±ぐは「保管■書」を提出し

なければならない。

(4)弓I渡し後に発生した不具�ぼ夕障及̶見されたず―について、市は一切の責任を負わな

レ、ものとする。



(5)弓I渡し時には、市有財産受領書を提出すること。

(6)引渡期間

売却代ぐwボ麦から令和5年12月2 2日(金)までの午前9時から午後5時まで(土曜

日、日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。 )

(7)引̶所

串間市消防署駐車場内

1 7 所有権の

■及び

名義変更

(1)売却物件の所有権は、落札者が売払代金を納付したときに移転する。

(2)所有��云に要する諸費用及̶ギ且公課等は、落ホほの負担とする。

(3)落札された自動車は、弓I渡し後に落ホはにおレズ■�き̶義変更等を行レ、、速やか

に̶の完了をしたことが̶、できる̶を市に提出すること。

(4)譲渡証明書に記きる譲受人の名義は落ネ廣本人とする。

(5)落ネ廣は、落札物件の̶前に、その物件に係る一切の̶U̶を第三者に�ける

ことはできなレ、。

1 8 下見会 売却物件の下見を希望する者は、下見会の前日(市役所開庁日に限る。)までに下,ぽ絡先へ電

話又は電子メ ールにより予約すること。

(D場所

串間市消防署,駐̶内

(2)日時

令和5年10月2 3日(月)力、ら令和5年10月2 7日(金)まで

午前9時から午後5時まで

※下見会で̶物件を―、しなくても参加申込みはできるが、̶物件に関するすべての̶

を了承しているものとみなす。

1 9 ■の提

出、問合

條速絡

先

(1) ■の提出先

串間市財チ̶契約管財係

〒888 ̶ 8 555

官崎県串間市大字西方5 5 5011%

離 (0987) 55-11 48

メールアドレスkeiyaku@city.kushima.lg.jp

(2)物件に関する質問、下見会等の連̶

串間市消防本部̶名係

〒8 8 8 ̶ 0 0 0 7

官崎県串間市ぜ南方12 2番地 .

離 (098 7) 72-4 1 5 1

メールアドレスsyobo@city.kushima.lg.jp

2 0 その他 (1)この�に記̶るもののほか、必要な̶につレ、ては、串間市財務■IJ、串間市インタ

̶ネット公有財産売却ガイドラインに基づくものとする。

(2)市は、̶物件の契約不適合責任は負わない。

(3)落札者は、サイレン装̶の取外し及ぴ車両の文字の削除を行うこと。その̶しと削除

の証明として、車両の前方、左右、後方及び赤色灯、サイレン、スピーカー、表示灯、徽

章の̶し部分の写真(画像)を、弓I渡し後2 0日以内に串間市消防本部まで提出するこ

と。また、公的な消防自動車として使用しないこと。

(4) ̶の内容と現況が異なる±�は現況を優先する。

(5)売却物件の所有権は、落ホぽが売却代金を納付したときに移転する。

(6)落札後、契約を締結した時点で、売却物件に係る危険負担は落ホ廣に移転する。



(7)市に提出した申込̶等は一切返却しなレ\

.'

r


